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区役所所管で学校施設を利用する事業（生涯学習ルーム・はぐくみネット・学校体育施設開放事業）に 

おけるまん延防止等重点措置を受けた新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について（依

頼） 

 

平素は、生涯学習ならびに地域学校協働活動の推進にご尽力いただきありがとうございます。 

さて、今般の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、標記の３事業については「学校施設の消毒

ルール」及び「新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策（チェックリスト）」を遵守した上で事業

を実施していただいております。 

しかしながら、４月５日から５月５日の間、大阪府全域がまん延防止等重点措置を実施すべき区域

となり、大阪市内における不要不急の外出・移動を自粛することなどについて、大阪府から府民への

呼びかけを行うとともに、学校での教育活動においては、現行の制限を一段上げて「大阪モデル」レ

ッドステージ（非常事態）１レベルと同様の取り扱いを行うとし、音楽・体育・部活動などで感染リ

スクの高い活動について実施しないこととしています。 

このような状況を受け、平野区役所といたしましても標記の３事業について、当面の間は活動を自粛

していただくようお願いすることとしましたのでお知らせいたします。 

なお、当該事業の運営に携わる方からの問い合わせがあった場合は同様の対応をお願いいたします。 

 

記 

 

【生涯学習ルーム・はぐくみネット・学校体育施設開放事業の活動自粛期間】 

令和３年４月７日（水） ～ 当面の間 

 

※活動自粛期間の終了時期については、改めて通知させていただきます。 

※新型コロナウイルス感染症については、日々状況が変化しているため、今後変更した対応をお願い

する場合がありますので、ご承知おきください。 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

安全安心まちづくり課 TEL：06-4302-9734 

 担当：綿谷・髙木・人見 


